
特定非営利活動法人 国際子ども権利センター

役 員 報 酬 規 程

第 1条 (目 的)

この規程は、特定非営利法人国際子ども権利センター (以下「センター」という。)の役員

の報酬について必要な事項を定めることを目的とする。

第 2条 (役員報酬及び費用の支給)

センターは、常勤及び非常勤にかかわらず、役員に通常求められる業務に対する報酬は支給

しない。ただし、旅費等の業務執行にかかる費用の実費は支給することができる。

第 3条 (役員の特別業務への謝礼)

役員に通常求められる業務の範囲を超えて提供する役務 (た とえば報告書の作成やファシリ

テーション)に対しては謝礼を支払 うことができる。

第 4条 (補則 )

この規程の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附則

この規程は、 2015年 6月 1日 より施行する。
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特定非営利活動法人 国際子 ども権利センター

第 1条 (目 的)

1 本規程は、特定非営利法人国際子ども権利センター (以下 「センター」という。)

の職員の賃金及び退職慰労金に関する事項を定めたものである。

第 2条 (正職員の賃金 )

1 正職員の賃金は、月給制とし、個別に定める。

2 賃金構成は、次のとお りとする。

基準内賃金

(1)基本給

(2)通勤手当

(3)役職手当

基準外賃金

(1)時間外労働手当

(2)休 日労働手当

(3)深夜労働手当

第 3条 (パー トタイマーの賃金)

1 パー トタイマーの賃金は、時給制とし、個別に定める。

2 賃金構成は、次のとお りとする。

(1)時給×勤務時間数 (法定労働時間を超えた労働、法定休 日の労働又は深夜労

働については、時間外労働手当、休 日労働手当又は深夜労働手当を支給する。)

(2)通勤手当

3 基準外賃金は、次のとお りとする。

(1)時間外労働手当

(2)休 日労働手当

(3)深夜労働手当

第 4条 (賃金計算期間及び賃金支払日)

1 賃金は、当月 1日 から起算し、当月末日に締め切って計算し、翌月 15日 (支払

日が休日の場合は、直前の労働日)に支払う。

第 5条 (非常時払い)

1 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員 (死亡したときは

権利者)か ら請求があった場合、既往の労働に対する賃金をその都度支払 う。

(1)職員が死亡したとき

(2)職員が退職 し、又は解雇されたとき



特定非営利活動法人 国際子ども権利センター

(3)職員又は職員の収入により生計を維持する者が出産のための費用を要するとき

(4)職員又は職員の収入により生計を維持する者の結婚、死亡、天災その他の災厄

若しくは負傷、疾病のための費用を要するとき

(5)職員又は職員の収入により生計を維持する者がやむを得ない事由によリー週間

以上帰郷するとき

第 6条 (賃金の支払い及び控除)

1 賃金は、通貨で直接、職員にその全額を支払 う。ただし、法令に定められたもの

及び職員の代表と協定したものは控除する。

2 センターは、前項の規定にかかわらず、職員本人 (以下 「本人」という。)の同意

を得た場合、本人が指定する本人名義の預金口座へ振 り込むことができる。

第 7条 (不就業の賃金の取扱い)

1 正当な理由のない遅刻、早退、私用外出又は欠勤等により、勤務しない時間につ

いては、賃金を支給しない。ただし、年次有給休暇及び裁判員休暇については、通

常勤務したものとみなし賃金を支給する。

2 正職員の不就業の日又は時間については次の式により計算する。

<当 月の勤務日数が 15日 以上の場合>

(基本給+通勤手当)÷月平均所定労働日数×欠勤日数 控除

<当 月の勤務 日数が 15日 未満の場合>

(基本給+通勤手当)十月平均所定労働 日数×勤務 日数 支給

例 (当 月に 18日 勤務 し、2日 欠勤した場合 )

(基本給+通勤手当)190,000円

月平均所定労働 日数 19日

190,000円 ÷19=10,000円

10,000円 ×2日 =20,000円 (控除額)

<当 月に 3時間遅刻 した場合 >

(基本給+通勤手当)十月平均所定労働 日数÷7× 遅刻時間数 ・控除

3 月の途中で入社 した場合又は月の途中で退職 した場合は、次の式により計算する。

基本給÷月平均所定労働 日数×勤務 日数    ・……支給

ただし、基本給の額を上限とする。

通勤手当十月平均所定労働 日数×勤務 日数   ・……支給

ただし、通勤手当の額を上限とする。
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第 8条 (平均賃金)

1 就業規則で用いる平均賃金の算出方法は、原則として、次のとおりとする。

皇主宣亘塾笙墜生.L⊥I型独立上2■図壺二五と量■重」竪≧ユ≧壁垣

算定事由の発生した日以前 3ヵ 月間の総日数

第 2章 賃金

第 9条 (基本給及び時給額)

1 正職員の基本給、パー トタイマーの時給額は、職務内容、技能技術、年齢、責任

等を勘案 し、各人ごとに決定する。

第 10条 (役職手当)

1 役職手当は事務局長に対 し20, 000円 を支給する。

第 3章 通勤手当

第 11条 (通勤手当)

1 センターは、公共交通機関を利用する職員に通勤手当を支給する。

2 通勤経路及び通勤方法は、合理的なものに限られ、センターが認めたものとする。

3 通勤手当は、原則として、 6ヵ 月の定期代を 6で除 した額 とする。ただし、 lヵ

月ごとに、実際の労働 日に応 じて実費を支給する場合もある。

4 センターは必要に応 じて通勤経路の確認を行 う場合がある。

第 4章 賃金の改定

第 12条 (賃金の改定)

1 センターは、勤務成績、職務遂行能力、経済情勢の変動に応 じて、労働契約の更

新の際、見直 しを行 う場合がある。ただし、勤務成績が優秀と認めた場合には、臨

時昇給を行 うときがある。

第 5章 時間外、休 日、深夜労働に対する賃金

第 13条 (割増賃金)

1 1職員が 1日 8時間又は 1週間に40時間を超えて時間外労働をした場合、休日、

深夜に労働 した場合、割増賃金を支払 う。

2 割増賃金は、1時間当たりの基準額に下表の割増率を乗じて計算する。
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正職員の 1時間当たりの基準額=基本給÷月平均所定労働時間

パー トタイマーの 1時間当たりの基準額=時給額

乗率

1日 7時間以上 8時間未満の時間外労働 1.00

1日 8時間又は 1週間に40時間を超えた時間外労働 1.25

休日労働

(日 曜日、国民の祝日、国民の休日及び振替休日)

1.35

休 日労働 (上曜 日) 1。 25

深夜労働 0.25

第 6章 賞与
第 14条 (賞与)

1 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、センターの

業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、センターの業績の著しい低下

その他やむを得ない事由により、支給時期を延期 し、又は支給 しないことがある。

2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに

決定する。

第 7章 退職慰労金
第 15条 (退職慰労金)

1 在職中、特に功労のあった職員に対して、退職慰労金を支給することがある。退

職慰労金の額は、その都度、理事会で定めるものとする。

附則

。 本規程は、平成 23年 4月 1日 より実施する。

。 本規程は、職員代表の意見を聴いて行 う。

附則 (平成 28年 3月 21日 変更)

本規程は、平成 28年 3月 21日 から実施する。

附則 (令和 2年 3月 20日 変更)

本規定は、令和 2年 3月 20日 から実施する。

算定対象期間 支給 日

4月 1日 から9月 30日 まで 12月 15日

10月 1日 か ら 3月 31日 まで 7月 15日
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附則 (令和 2年 3月 31日 変更)

本規定は、令和 2年 3月 31日 から実施する。

′
０



特定非営利活動法人

国際子ども権利センター
法人名 事 業 年 度 R2年 4月 1日 ハVR3年 3月 31日

書式第 17号 (法第 55条関係 )

54 2 3 め る し

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

その他

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

事業収入  開発途上国の子ども支援事業収入 395,244円

報告 。ワークショップ 445,394円

子どもの権利普及促進事業収入 435,395円

助成金・受託収入 助成金収入 2,399,000円

会費収入  正会費 312,000円

賛助会費 187,000円

寄付金収入 一般寄付 4,594,787円

指定海外事業 1,037,101円

雑収入 受取利息 15円

その他雑収入 22円

△
口 計 9,805,958 FI]

ノ1土
1日 入 先 金    額

該当なし 円

円

合 計 円

促進法施行規則第 32 1項各号に対応 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

会報年間購読料 10,000円

※別添 「シー トレ商品価格表」に記載 円

(2)資 けに係る料金及び条件等

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料  金 条  件  等

該当なし 円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

セ ミナー参加費 1,000円 資料代

講師派遣謝金
5,000～ 30,000

円

スタッフ・交通費実費(先方の予

算優先)

講師派遣謝金
30,000～50,000

円

理事。交通費実費 (先方の予算優

先)



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ら までの 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取 |の上 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

取引金額 取 弓1 内 容 等

1,467,726円 受取寄附金

1,000,000円 助成金

899,696円 受取寄附金

氏名又は名称 住所又は所在地

500,000円 受取寄附金

500,000円 助成金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

給料 。通勤交通費

1,170,000円 講師謝金

594,000円 事務所賃借料・水道光熱費

379,189円 法定福利費

320,000円 コンサル委託費

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

該当なし 円

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

500,000円

500,000円

323,244円

2020/06/17

2020/06ノ29

2020ノ 10/13

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る )の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

2人 2,949,118円

円

円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当なし 円

円

合   計 円

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに

その実施日]

実  施  日 使 途 金   額

R2.6。 19
カンボジア国での海外支援事業、カンボジア人人件費
および運営経費 2020年 4月 ～2020年 9月

758,140円

円



シートレ商品価格表

令和3年 3月 31日

商品名 販売価格 原価
在庫
数

在庫額 在庫額

パッグ・ポーチ・小物入れ類

(Friends) 財布 ア メ ¥1,000 $5.00 $5.00 554

(Friends) トート′ヽッグ 5色 ¥1,500 $9.00 $9.00 996

キッチン小物

《AFF》 マイはじケース マイはしケース ¥600 $2.50 $2.50 277

合計 合計
一
● 316.50 1,827■■■■

年度末1~「M 在庫総額 在庫数
2020.3.311 1在 103.33 ¥2,775.17 ４

．

2021.3.31 110.71 ¥1,826.72 一
●



法人名 特定非営利活動国際子ども権利センター チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

{2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

C及びЭこついては、′」弩敗点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

役員数

区  分
① ②

④ 2年 4月 1日 ～3年 3月 31日
7人 0人

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人

割 合

(②÷①)

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

④÷③

③ ④ ⑤

0% 0人 0%

% 人 %

% 人 %

% 人 %

% 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意事項)

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。
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`製
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項
日
【 ③ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

匝図

|まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

匝∃

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 目 ④ ⑥ ◎ ③

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。□ 有 。無 有・無 有・無

◎ ① 申請時

有・無 有 。無 有 。無

第3表 (次葉)

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員1報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

エ 3

注 意 事 項項    目 記 載 要 領

区分欄の「④～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状:兜 を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会則)第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

口の各欄 「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

①  「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はぃ」

二_I`⊇」_し :!生」星全」≦」国」肇二重動国壁l董41堕S

付してくださし、

②  「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び限簿書類の保存を青色申告法人に準

した場合には、第3表付表2「帳簿組

鐘の塑壺LL生1塾載し杢生し≦≦ど奎

じて行つている」の「はい」に「o」

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。



書式第8号 (法第44条・51条。58条関係)

役 員 の 状 況

甲斐田万智子 代 表

理事 ○

第 3表付表 1

就任 H19.6.1

法人名 国際子ども権利センター ① ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 7人 人 人

(1)最 も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
0人 人 人

(2)最 も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の親族等」のグループの人数

0人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

岡島 克樹 副 代

表

理事

就任 H24.8.1

○

南雲 勇多 理事 就任 H26.8.1

○

役 員 の 内 訳

職名 続柄等
④ ⑮ ◎

氏   名 住  所

① 申請時◎ ①

就 任 等 の 状 況

就任・退任

年月日

清水 喬之 理事 就任 H27.8.1

退任 R2.12.28
○

小川 玲子 理 事 就任 H30.8。 1

○

寺中 誠 理事 就任 Rl.8.1

○

大河内 秀人 監事 就任 H19.6.1

○

吉田 健一郎 監事

○

就任 H19.8.1



(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事
項について、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 国際子ども権利センター

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 帳簿 毎週 1回 7年

現金出納帳 )v*At) -z 毎週 1回 7年

入金 0出金・振替伝票 仕訳日記帳 毎週 1回 7年

請求書・領収証綴 り バインダー 毎週 1回 7年

領収証 (控え) 複写伝票・伝票 随時 7年

寄附者名簿 ルーズリーフ 随時 7年

給与台帳 ノレーズリーフ 随時 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載要{詢

。 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金イ云莉 、「出金伝票」、「振曽1云票」、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「′レ…ズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、「随時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■談Dに記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動国際子ども権利センター チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

項
日
Ｈ ③ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申訂郭寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有 ・ 無有・回 有 ・ 無有 。無 有 。無有 。無 有 。無

有・回 有 。無有 。無 有 。無有 。無 有 。無 有 ・ 無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有 □ 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無

項 目 ④ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申訪郭寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有・囲 有・無 有。無 有。無 有・無 有。無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・□ 有 。無 有・無 有・無 有。無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特努|」 の利益の供与の有無
有。□ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有 。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。□ 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有。無

書式第10号 (法第44条・51条。58条関係)

認定基準等チエック表  (第 4表 ) (初葉)

(注意事]Q

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書桐 に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。



書式第 13号 (法第 44条 。51条。58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動国際子ども権利センター チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は居

所に係る記載の部分を除いたもの )

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載 した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10

人以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



書式第14号 (法第44条・51条。58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 国際子ども権利センター

認定基準等チエック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意事項)

。 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書美Dに記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ③ ◎ ①

有 。 無 有 。 無 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎

有 有 。 無 有 。 無

① ◎ ① 申 請 時

有 ・ 無 有 毎 有 ・ 無 有 缶



書式第15号 (法第44条。51条・58条関係)

欠格事由チエック表

法人名 特定非営利活動国際子ども権利センター チェック欄

○

、次のし る法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 住1)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 住2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人

5 日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特物扁忍定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特

定非営利活動法人又は当該特イタ信忍定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を組獣I邑 しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有 。国

，

“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい。
「

ぃヽ刀

Ｒ

） している法人 は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

。 ′ヽいえ

瀞
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、」ヒ證 11三壁 奎コ整重塑 塵医墜壼坐壁壼
=量

」上墾塵韮盟賽

_L笠≧生L」堕墜盤型 壼雖 団 I壁壺 コLI室重理型町1退⊇二重望±空墨塾ユ菫 壁幽 些塗生」壁 コ堕壁 二壁墜塗艶 国」ユ茎 上 ___
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

Ｆ
Э 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 はい。

「
丁萩

＾
り 次のいずれかに該当する法人

暴力団 はい。
「

丁萩

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい。
「

丁萩


